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児童扶養手当の算定事務において、令和３年度分及び令和４年度分※の   

２年間、２２名の方に対し、合計６６１万２，０８０円を過大に支給していた 

ことが判明しました。 

本件により影響を受けた対象者全ての方に、謝罪と説明を行い、返納する 

ことに御了承いただいております。今後は順次、返納に関する事務手続きを 

進めてまいります。 

行政に対する市民の皆様の信頼を損ねたことを深くお詫びするとともに、今後、  

このような事態が発生しないよう再発防止策を徹底し、信頼回復に努めてまいります。 

※ 令和３年度分：令和３年１１月～令和４年１０月 

令和４年度分：令和４年１１月～令和５年１０月  

                        

令和６年１月２３日 

成田空港記者会 各位 

各 報 道 機 関 御中 
 

児童扶養手当の支給誤りについて 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 
１ 原因と経緯等について 

（１） 支給誤りの原因 

  公的年金給付の併給調整において「障害基礎年金等」の受給者は、児童扶養

手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の差額を受給できるよう、令和２年の

児童扶養手当法の改正により受給対象者が拡大されました。 

  障害基礎年金「等」の中には、「老齢年金及び遺族年金」は含まれない   

ところ、当該年金も含まれると誤った解釈により、支給計算を行った結果、受給

対象とならない方に対し、児童扶養手当を誤って支給してしまったものです。 

また、その他に現況届の審査に基づく手当額の算定においても誤りがあり、

児童扶養手当を過大に支給してしまったものです。 

 

 （２） 経緯 

令和 5 年 11 月下旬 

【誤りを認識】 

・公的年金等受給者の審査過程で、制度内容を改めて調査し、

受給状況を精査した結果、併給調整の誤りを認識しました。 

令和 5 年 12 月 

【過誤支給の判明】 

・公的年金等受給者の併給調整を再計算し、支給誤り 

となる対象者を把握し、併給調整に該当する全ての  

対象者を再確認し、支給誤りとなる対象者及び過誤  

支給額が判明しました。 

・令和 ３年 度分及 び令和 ４年 度分の 児童扶 養手当  

支給額を再確認し、併給調整以外の支給誤りとなる  

対象者及び過誤支給額が判明しました。 

令和 6 年 1 月 

【謝罪及び説明等】 

・全ての対象者に対して謝罪と経緯を説明し、過誤  

支給額の返納について御了承いただきました。 
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 （３） 支給誤りの内容 

    ア 併給調整による誤支給 

・誤支給者 １７名 

・支給期間 令和３年度分及び令和４年度分 

・誤支給額 ６，３１３，５５０円 

     （１人当たりの過誤支給額６７，２００円～１，０４１，６２０円） 

  イ 算定誤りによる誤支給 

・誤支給者 ５名 

・支給期間 令和３年度分及び令和４年度分 

・誤支給額 ２９８，５３０円 

     （１人当たりの過誤支給額５，５５０円～２０３，６００円） 

 

２ 市長及び副市長の給料の減額並びに関係職員の懲戒処分等について 

 今回判明しました、児童扶養手当の支給誤りを重く受け止め、監督責任と

して市長及び副市長の給料を減額する関係議案を令和６年３月の市議会  

定例会に提出することとしています。 

  減額は、市長が月額給料の１０分の３、副市長は月額給料の１０分の１で、

いずれも３か月間とします。 

  また、関係職員の懲戒処分等につきましては、次のとおりです。 

 

(１) 非行対象者 

・健康福祉部子育て支援課 主査補 ４１歳 男性 戒告  

 

(２) 管理監督者 

   ・健康福祉部 部長 ５７歳 女性 戒告 

   ・健康福祉部子育て支援課 課長 ５８歳 男性 戒告 

   ・監査委員事務局 事務局長(前子育て支援課長) ５８歳 男性 戒告 

   ・健康福祉部子育て支援課 主査 ４７歳 男性 戒告   

 

 (３) 処分等の事案の概要 

児童扶養手当の算定事務の誤りにより、令和３年度分及び令和４年度分に

過誤支給があったものです。 

 

(４) 処分等の年月日 

  令和６年１月２２日  
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３ 再発防止策について 

  事務の適正執行について職員の指導を徹底するとともに、本件の原因の 

一端が、職員の事務処理の内容及び事務の進捗に係る組織的な管理の不徹底

であることを重く受け止め、以下の対策を実施します。 

 

 (1) 管理監督職のマネジメント研修を令和６年２月に実施し、コンプライアンスの

遵守の徹底及び職場内の情報共有が円滑に行える職場環境の改善を図り

ます。 

 

(2) 今後、同様の事例が発生しないよう、事務の確認作業の見直しを行うと 

ともに、複数の職員によるチェック体制の強化を図り、再発防止を徹底  

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

・児童扶養手当について 

担 当 健康福祉部子育て支援課児童家庭班  

担当者 中津、五木田 

電 話 ０４７６－９３－４４９７【直通】 

ＦＡＸ ０４７６－９３－２４２２ 

メール kosodate＠city.tomisato.lg.jp 

 

・市長及び副市長の給料の減額、職員の懲戒 

処分等について 

担 当 総務部総務課人事給料班 

担当者 五十嵐、山口 

電 話 ０４７６－９３－１１１３【直通】 

ＦＡＸ ０４７６－９３－９９５４ 
メール soumu＠city.tomisato.lg.jp 
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参考資料  

 

１ 児童扶養手当制度の概要 

  国の制度により父母の離婚などで、ひとり親や祖父母等に養育される    

児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に、その児童を養育して

いる人に支給される手当で、支給は年６回の奇数月となります。 

 

  児童扶養手当額（令和５年４月時点） 

月額 児童１人 児童２人 
児童３人以上の 

1 人当たりの加算額 

全額支給 44,140 円 54,560 円 6,250 円 

一部支給 
44,130 円 

  ～10,410 円 

54,540 円 

  ～15,620 円 

6,240 円 

  ～3,130 円 

 

※児童扶養手当の基礎データ（令和５年１１月時点） 

受給資格者 ４７２名（内訳：支給者３７０名、不支給者１０２名） 

  受給資格者 ４７２名のうち 

    老齢年金及び遺族年金受給者 １７名（誤支給者）     

     障害基礎年金受給者      ８名（支給者） 

 

２ 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について 

令和２年１０月に児童扶養手当法の改正により、令和３年３月・４月対象

月分（令和３年５月に支給）から、ひとり親家庭の障害基礎年金等（※１）

を受給している家庭は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の「子の加算部分

の差額」を支給することになりました。 

※１ 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


